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要 　　　約

児童虐待は，わが国においても近年急激に増加している．児童虐待の発生要因について明確な共通
見解は得られていないものの，その要因の一つとして，精神障害を持つ親が虐待者となる事例がしば

しば報告されている．しかし，どのような精神障害がどのように児童虐待に関係しているのかという
実態は，十分検証されている訳ではない．こうした状況は，援助展開を混乱させるだけでなく，精神
障害と児童虐待を安易に結びつけた新たなスティグマを生じさせる危険をも内包している．そうした
意味でも，この問題の統計的および事例的な実態把握は欠かせない課題である．
そこで本研究では，いわゆる「精神障害」を含むメンタルヘルス上の問題を抱える親による児童虐
待の実態を把握するとともに，ソーシャルワークの視点からその支援課題を明らかにすることを目指
した．この論文はその端緒としての位置にあり，当該問題に関する先行研究を概観するとともに，児
童養護施設の入所児童を対象とした探索的な事例調査を通して，問題の実態と支援上の課題の一端を
明らかにすることを試みた．

結果として，調査対象施設において被虐待児童の過半数は，メンタルヘルス問題を抱える親による
虐待であった．親のメンタルヘルス問題は児童虐待と関連性を持っていることが把握できた．一方で，
メンタルヘルス問題だけではなく，親の生活環境や支援の乏しさが児童虐待に影響を与えている可能
性も示唆された．親を含めた総合的な支援を展開するためには，児童養護施設と精神保健福祉機関の
連携が不可欠であるが，現状は不十分な状況にあることが明らかとなった．

�．緒言

わが国における児童虐待問題の拡大は，その概念
や対策の社会的浸透によって表面化しやすくなった
面があるとはいえ，あまりにも急激である．児童相
談所での児童虐待相談を例に取ると，平成��（�		）
年度における対応件数は������件��を数えており，
これは「児童虐待の防止等に関する法律（以下，児
童虐待防止法）」が成立・施行された平成��（�			）
年度と比較して，�倍強の伸びを示している．この
統計が取られるようになったのが平成 �（�

	）年

であり，先述の児童虐待防止法成立が平成��年であ
ることなどから，近年のそれも比較的短期間に「児
童虐待の社会的発見」��とその社会的対策が進展し
てきたことがわかる．
この児童虐待問題の発生要因に関しては，多様な
議論が展開されているものの未だ統一的な見解を得
るには至っていない．そうした中にあって，後述の

ようにしばしば指摘されているのが，いわゆる「精

神障害のある親による児童虐待」問題である．「精
神障害」の範疇には多様な疾病や状態像が含まれて
おり，それぞれの特性や対応も一様ではない．とこ
ろが，そうした「精神障害」の詳細を明らかにした
上で児童虐待との関連を示した統計や研究は見当た
らず，「精神障害」が児童虐待と結びつく機序につい
ても十分な議論はされていない．さらに，「精神障
害」のある親の支援を含めた児童虐待への介入・支
援方法に関する検討も不十分である．こうした状況

は，当該問題への対応を硬直化・脆弱化させるばか
りでなく，「精神障害」と児童虐待との関連性を短絡
させた新たなスティグマを生じさせる危険性をも内
包している．
精神障害者の日常生活のありようは，���の視点

にも示されるように，単に障害の存在によってのみ
左右されるものではなく，その人間関係や環境的要
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因，医療および福祉その他に渡る多様な社会資源や
サポートの有無によっても大きく変化する．このた
め，精神障害のある親による児童虐待問題について
も，同様の視点で捉えるべきであろう．家庭を営み

子育てに取り組むという課題が「精神障害」と重な
るとき，そこにはどのような支援上の課題が生じる
のであろうか．
本研究では，こうした着眼点に基づき，いわゆる

「精神障害」を含むメンタルヘルス上の問題を抱え
る親による児童虐待の実態と，その支援課題をソー
シャルワークの視点から明らかにすることを目的と
する．この論文は本研究の端緒としての位置にある．
ここではまず，先行研究を概観することにより「精

神障害のある親と児童虐待」の関連性がどのように
論じられ，どのような知見が得られているのかを整
理する．さらに，児童養護施設の入所児童を対象と
した探索的な調査を通して，問題の実態と支援上の
課題について，今後の研究の基盤となる知見を得よ
うとするものである．
なお本研究においては，統合失調症や感情障害，

アルコール依存症，神経症，人格障害，その他心の問
題を広く含め，以下「メンタルヘルス（上の）問題」

と表記する．当該課題を取り上げるに当たり，まず
は現象を網羅的に捉えようと考えたことに加え，児
童虐待問題に関連して論じられている「精神障害」
の概念が多岐に渡っていることから，精神保健福祉
法における「精神障害者」の定義ないし ���－�	や
���－ ��といった診断基準に基づく「精神障害」
概念との混乱を避けるためである．
�．先行研究の概観

　�．�．児童虐待発生要因としての親のメンタル

ヘルス問題

岡本正子ら ��は，家庭児童相談室および子ども家
庭支援センター虐待事例の実態調査の結果から，子
ども側や環境よりも虐待者側の問題の方が虐待要因
として大きいことを示している．その虐待者の問題
としては，�� �割に劣等感や不全感，被害者意識
があるなど，人格特性の問題が最も大きいという．
とくにネグレクトの場合は �割以上に共感性に乏し
い傾向があること，身体的虐待の場合には衝動性・

攻撃性の激しさが最も反映されることなどを示した．
さらに，�	例のアセスメント試行事例を分析した
結果として，虐待者の約 �分の �から半数弱に精神
科への通院歴があった，としている．
厚生労働省の「子ども虐待による死亡事例等の検

証結果等について（第 �次報告）」��によると，平成
��（�		�）年における子ども虐待による死亡事例数
（心中を除く）は��例�人である．この分析からは，

養育者の心理的・精神的問題等（複数回答）につい
て，とくに育児不安，うつ状態，養育能力の低さ，
怒りのコントロール不全などが虐待のリスク要因と
なることが示された．とくに，妄想などの精神症状

が加害動機となったものも �例見られている．これ
についてはピーター・レイダーら ��も，児童虐待死
亡事例のうち養育者に何らかの精神保健問題が認め
られる��例を分析した結果，うち��例において児童
死亡に親の精神保健上の顕著な問題があったとして
いる．
「人格特性」と「精神障害」の範疇に弁別は必要
であるが，これらから児童虐待と親のメンタルヘル
ス上の問題との間には一定の関連性が示されている

と言える．とりわけ，妄想などの精神症状が虐待行
動に直接つながる事例があるということも，認識し
ておく必要はある．
ところで槙野葉月��は，精神疾患の症状ゆえに虐
待が生じている訳ではない場合もある，と指摘する．
触法精神障害者をめぐるグルーレ（������）の二分
法を示した上で，「概念として，犯罪性精神病者と精
神病性犯罪者があり，前者は犯罪において精神症状
が主要な役割を担っており，精神障害がなければ犯

罪を犯さなかったと考えられるもの．後者は普通の
人が感冒や糖尿病といった疾患にかかることがある
のと同様に，犯罪者も疾患／障害を抱えたが，それ
がたまたま精神障害であったものである．前者の場
合には，医学的治療が再犯防止にも重要な意味を持
つが，後者にとっては治療すなわち再犯防止とはな
りえない．（中略）虐待も同様な枠組みで考えられ，
治療が再発防止に重要な意味をもつような場合もあ
るが，治療はあくまで精神症状の治療にとどまり，

虐待行為の解決には養育者と子どものあり方の変容
なくしては望みえないという場合もある」としてい
る．これは，精神障害のある親への支援は親自身の
治療が先決であるとする言説��が多い中にあって，
示唆に富む指摘と言える．
　�．�．児童虐待の発生要因としての生活環境問題

唐軼斐ら 	�は，児童虐待加害者のうち精神病や
パーソナリティ障害の診断を受けた者の割合は
�	����程度に過ぎないという������ !の研究

を紹介し，その割合は決して高くなく，精神病や
パーソナリティ障害といった単一要因のみで児童虐
待やネグレクトの発生を説明できないことを示唆し
ている．
またリーロイ・"・ベルトン 
�も，「児童虐待やネ

グレクトが強く貧困や低収入に結びついているとい
う事実を超える，児童虐待やネグレクトに関する事
実はひとつもない」とし，メンタルヘルス問題のあ
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る親の関与に言及しつつも貧困などが児童虐待の基
本的な要因である，としている．その一方で中谷真
樹���は，児童虐待は経済階層にかかわりなく起こ
り得るとしており，生活環境要因に関する評価は両

極に渡り多様である．
その中で，環境的要因を多様な因子の一つと捉え
る見方もある．日本子ども家庭総合研究所による
「子ども虐待対応の手引き」���では，「子ども虐待は，
身体的，精神的，社会的，経済的等の要因が複雑に
絡み合って起こると考えられている．（中略）しか
し，それらの要因を多く有しているからといって，
必ずしも虐待につながるわけではない．（中略）虐
待する保護者を見れば，根強い母親役割の強要や経

済不況等の世相の影響，あるいは少子化，核家族化
の影響からくる未経験や未熟さ，さらに世代間伝承
等その背景は多岐にわたる」とするなど，親のメン
タルヘルス問題を環境要因との間で相対化し，複合
因子のひとつとして捉える立場を示している．
　�．�．児童養護施設への入所要因としての親の

メンタルヘルス問題

村井美紀���は，厚生労働省が平成�#年に行った
調査結果を取り上げ，児童養護施設入所児童の養護

問題発生理由のうち，父母どちらかの「精神疾患等」
による入所が����であることに着目している．因み
に同調査における「父または母の入院」を入所理由
とするものは��	�である．後述の筆者の調査では児
童養護施設入所児童事例の多くに親の精神科病院入
院を直接の理由とするものが多くみられたため，「精
神疾患等」を入所理由とする実際の割合はさらに大
きい可能性もある．これは必ずしも児童虐待に限定
した統計ではないが，児童養護施設への入所児童の

背景に，親のメンタルヘルス問題が一定割合存在し
ていることがわかる．
　�．�．親のメンタルヘルス問題と援助者の困難感

中谷茂一ら ���は，�都道府県の��児童相談所か
ら回収した�	�ケースの分析結果を提示している．
主たる虐待者の特徴として「診断名のある精神障害
がある」（�����），「精神的に不安定である（診断名
なし）」（����），「人格障害の疑いがある（診断名
なし）」（�����），「アルコール依存」や「薬物依存」

（記載なし），に該当するケースを「精神保健的問題
あり」とし，それ以外のケースと比較している．こ
れによると，精神保健的問題のある保護者への援助
は「非常に困難」である傾向があり，近隣との関係も
「悪い」「孤立・疎遠」の状態にある．また，生活保
護受給割合が多く，配偶者・パートナー関係も「暴
力はないが悪い」が多いことなどが明らかになって
いる．

また加藤曜子ら ���も，児童相談所ソーシャルワー
カーが出会った，虐待する親の実態に関する調査を
行っている．とくに対応困難な場合については，そ
のリスク項目に「親に精神的問題がある」が�#�	�，

「親のアルコール・薬物依存」が�����あったという．
また対応がうまくいった場合の要因については，児
童相談所と関係機関の関係が良好であることをあげ
ており，連携の重要さも示唆している．
これらより，児童相談所におけるメンタルヘルス
問題を持つ親への支援に際しては，援助者に強い困
難感があることが明らかになった．ただし，それが
メンタルヘルス問題を持つ親の特性によるものなの
か，それとも援助専門職や機関の対処能力や経験不

足によるのか，あるいは社会資源や連携体制等の環
境に依拠するのかといった点については触れられて
いない．
　�．�．児童虐待発生要因の研究動向および発生

過程を踏まえた支援方法

児童虐待の発生要因に関する研究動向について，
渡辺隆���は「�
	年代には，身体的虐待を加える
親の病理性から虐待の発生が説明され，親の診断と
治療が行われた（医学モデル）．�	年代には，虐待の

定義が広げられ，社会経済的要因が大きな要因とさ
れた（社会状況モデル）．�	年代になると人間の発
達を社会的文脈との相互作用で考え，システム論な
どを取り入れた発生モデルが提案された（生態学的
モデル）」とする．また先述の唐ら 	�は，"$��%�!ら
による �世代の大別を基に整理している．第 �世代
はその要因を精神医学的要因のみで説明しようとし
た研究であり，第 �世代は複数の要因を同時に分析
に用い経済的安定や社会支援の重要性を指摘した研

究，第 �世代は親の認知処理段階から虐待に至る発
生過程の解明を志向した研究である．これらから，
児童虐待の要因に関する議論は変遷しつつあること，
多様な要因が複合して発生すると捉える方向性や，
虐待者の認知・行動面が着眼されつつあることがわ
かる．
唐らはその上で，& ' ��%のストレス認知理論に

基づいた "$��%�!らの児童虐待発生過程の説明モデ
ルが，最も有用であるとする．これによると，母親

は何らかの刺激（出来事）を経験しそれを否定的に
評価（一次評価）し，この事態に対処するための技
術や対処資源を考慮（二次評価）して，対処行動を
選択し遂行する．この際の適応的な対処行動と言え
るのが「計画・援助希求・肯定的再評価」であり，一
方の虐待につながる行動を「感情表出」，ネグレクト
につながる行動が「諦め・回避・逃避」であるとす
る．このモデルによれば，十分かつ有効な対処資源



�		 松 　宮 　透 　

がありさえすれば，二次評価の時点で親は適応的な
対処行動を選択しやすくなり，結果的に虐待やネグ
レクトといった不適切な対処行動は選択されにくく
なる，と考えるのである．これとよく似た視点に立

つ実践事例���がわが国にもある．これは，援助者
の支持的な関与と社会資源の提示，支援グループに
よる見守り，対処技能の訓練（��(）などを組み合
わせ，地域において提供するというものであり，児
童虐待をする親の対処能力およびソーシャルサポー
ト・ネットワークの強化を目指している．こうした
アプローチは，虐待者の情緒的サポートを行いなが
ら具体的な社会資源の活用を支援するという点で，
ソーシャルワークの視点や技法とも親和性があると

考えられる．
　�．�．先行研究のまとめと本研究の意義

以上の先行研究において，親のメンタルヘルス問
題と児童虐待とは，様々な形でその関連性が論じら
れている．ただし，その実態に関しては，明確な統
計が存在しないことに加え，着眼点や議論の方向性
にも多様性があり，共通見解には至っていない部分
もある．また，その支援方法に関する実践的な研究
に乏しく，とくにソーシャルワーク視点による総合

的な支援に関する研究については，十分な研究成果
が蓄積されているとは言えない状況にある．
メンタルヘルス問題のある親による被虐待児童の

問題について，その実態とソーシャルワーク視点か
らの支援課題を明らかにしようとする本研究の着眼
点は，それゆえ十分な新規性があると考えられる．
また，虐待発生要因の研究動向に関しては，単に病
理や環境問題にのみ着目するのではなく，総合的に
問題を把握して働きかけるという方向性にある．こ

れはソーシャルワークが寄与できる可能性が高い課
題であり，この点においても本研究には社会的な意
義があることが確認されたと言える．
�．児童養護施設における調査

　�．�．調査の目的

本調査は，児童養護施設の入所児童を対象とした
探索的な調査を通して，メンタルヘルス問題のある
親が児童虐待とどのように関係しているのかという
実態と，その支援課題を明らかにすることを目的と

している．
　�．�．調査の方法および内容

本研究では，問題の把握のため，はじめに探索的
なインタビュー調査を行っている．対象は か所の
児童養護施設，�か所の児童相談所，�小児保健医
療センター，子どもの虹情報研修センターであった．
この詳細について本論文ではとくに取り上げないが，
考察において若干の提示をしたい．

その上で，ある児童養護施設（以下，)園とする）
において，ファミリー・ソーシャルワーカーへのイ
ンタビュー調査を行った．調査対象施設は，頻回に
調査訪問が可能な児童養護施設をリストアップし，

ファミリー・ソーシャルワーカーの活動状況などに
関する情報収集を行った上で選定した．このうち複
数の施設から承諾が得られたが，とくに積極的な協
力が得られた )園を今回の調査対象とした．
まず )園入所児童の全体状況に関する資料提供を

受けた上で，被虐待児童であり，かつ親に何らかのメ
ンタルヘルス問題がみられる事例について，ファミ
リー・ソーシャルワーカー立会いのもと，個人ファ
イルの閲覧と，その入所児童に関する補足説明およ

び支援経過に関するインタビューを行うという方法
で実施した．インタビューは ��レコーダーにより
録音し，事例ごとに簡略なカード化を行った．
インタビュー調査は，�		�年 �月から �月にかけ，

�回に分けて)園会議室にて行った．インタビュー
総時間数は約��時間であった．
　�．�．倫理的配慮

施設長およびファミリー・ソーシャルワーカーに
対し，口頭および書面にて研究趣旨と方法を伝え，

個人情報の保護に関する配慮を行うこと，論文等の
発表に際しては事前に内容の閲覧を求め，個人情報
の保護に関する確認を得ることについて契約を交わ
した．本論文はその閲覧の上で事例等の収録承諾を
得ている．また，収集した事例情報は事例の本質を
歪めない範囲で改変や入れ替えを行い，事例対象の
特定ができないように配慮した．
　�．�．調査結果

　　�．�．�．�園における入所児童の状況

　　（�）被虐待児童と親のメンタルヘルス問題

)児童養護施設における入所児童数に占める被虐
待児童数は表 �の通りである．なお入所児童数には
本園および付設の小規模施設の利用児童数が含まれ
る．また，被虐待児童数は虐待が措置理由となって
いる者だけでなく，入所後の聴き取りから明らかに
なったケースも含めている．メンタルヘルス問題の
ある親についても，診断名や精神科受診の確認でき
たケースのほか，入所後の関与の中で )園が把握し

た情報に基づいて集計した．入所児童数等は�		�年
�月現在のものである．
)園における，入所児童数に占める被虐待児童の

割合は�	�を超える．親に何らかのメンタルヘルス
問題が見られる児童の割合は，入所児童数の#	�弱
を占める．これを全被虐待児童数に占める割合で見
ると�����となり，被虐待児童の過半数は，メンタ
ルヘルス問題を抱える親により虐待を受けていたこ
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表 � �園における被虐待入所児童数（人）

とがわかる．なお，メンタルヘルス問題を抱える親
を含む家庭で養育された入所児童であって，虐待が
全く見られない事例は無かった．
　　（�）親のメンタルヘルス問題の内訳

親のメンタルヘルス問題の内訳は表 �に示す通り
である．同胞と共に入所している事例も多いため，
これは該当する��世帯に基づいて集計した．アル
コール依存症，うつ病，人格障害などが多くみられ

る一方，精神科医療機関の入院者では最多とされる
統合失調症は �例だけであった．
　　（�）虐待の類型

虐待の類型は表 �に示す通りである．ネグレクト
は，世帯数��のうち複数回答で��世帯（�����）に
見られ，身体的虐待は同じく�	世帯（����）に見
られた．
　　（�）主な虐待者

母親が虐待者であるものが�#例で当該世帯数の

�����を占める．そのほか，両親および父親による
ものが �例ずつとなっている．母親による虐待が多
いが，後述の通り母子家庭も多いため単純な比較は
できない．
　　（�）家族形態

家族形態については表 #の通りである．母子家庭
が半数を占めていた．何らかの形で三世代同居と

なっている世帯でも，祖父母が高齢であったり病気
があったりするなど，サポート機能が発揮しにくい
事例もみられた．
　　（�）世帯の経済状態

本調査から詳細は読み取れないが，生活保護世帯
が �分の �を占めていた．
　　（�）入所児童・同胞の問題

�名の当該被虐待児童のうち，�名に知的障害，

��*"�，内部疾患（腎疾患・糖尿病）が認められて
いる．また入所はしていないがメンタルヘルス上の
問題がある同胞が �名確認されている．虐待をした
��世帯中�	世帯（����）の親について，その子ど
もの側にも何らかの問題があったということになる．
　　�．�．�．事例調査

該当する�事例全てについて，ファミリー・ソー
シャルワーカーからインタビュー調査を行うことが
できた．これら事例の概要は表 �に示す通りである．

なお，�．�でも示したように，事例の概要について
は個人特定ができないよう，改変を加え記載情報も
限定している．ここでは，児童養護施設入所児童の
置かれた状況および親のメンタルヘルス問題と児童
虐待の関連性を示すために，これらが典型的に出現
していると考えられる �つの事例を取り上げ，簡略
に例示しておきたい．

表 � 主に虐待した親のメンタルヘルス問題の内訳（����）

表 � 虐待の種類（����）

表 � 家族形態（����）
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表 � メンタルヘルス問題のある親による被虐待児童
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　事例 �：強迫神経症の母親により身体的虐待とネ

グレクトをされた女児

（事例の概要）女児 +．�歳．両親・兄の #人家族．
母親は強迫神経症のため一日中確認行動が止まら

ず，精神科外来通院中である．本児の妊娠中から出
産には抵抗感があったという．本児はミルクをあま
り飲まないなど，育てにくい子であった．そのため
か，母親は哺乳瓶を無理やり本児の口にねじ込んだ
り，オムツを換える際にお尻をつねったり叩いたり
するといった身体的虐待を出産後早期からしていた．
また，強迫的な確認行動がエスカレートするにつれ
て，母親は本児の世話を忌避するようになっていっ
た．こうした状況を見かねた夫が児童相談所に通告

し，母親自身も希望したため，本児 �歳時に )園入
所園となった．なお，�歳違いの兄の育児の際には
問題はなかったという．
入所後，父親は頻回に面会し本児の引き取りにも

積極的な姿勢を見せていたという．しかし，母親の
状態は改善されず父親も仕事で出張が多いため，現
在まで入所継続中である．ファミリー・ソーシャル
ワーカー（以下，��,）が母親との面接を行ったと
ころ，母親は，現在は本児への拒絶感は無いこと，

症状がきつく家事がほとんどできないため家族に申
し訳ない気持ちがあると語っている．当面は引き取
りを焦らず，まずは母親と本児との関係づくりのた
め外泊を重ねることが合意され，この �年位は月 �

回程度の外泊が行われている．母親の症状自体はあ
まり変わらないものの，家族再統合を目指すという
方向性は家族をはじめ関係者の一致した意見となっ
ている．
（事例の検討）

この事例では，父親の引取り意欲が強く，母親の
症状は不安定ながらも母子関係の再構築は進んでい
る．キーパーソンとしての父親が母親と本児それぞ
れに働きかけており，多機関による支援チームも結
成された．なお本事例は，調査後に自宅への引き取
りが実現している．キーパーソンとサポート体制が
あれば，親のメンタルヘルス問題が継続していても
家族再統合の可能性があることを示す事例である．
　事例 �：統合失調症の母親にネグレクトされた

男児

（事例の概要）男児�．�	歳．母親・祖母との �

人家族．伯父が市内に居住．
母親は高校卒業後事務員をしていた．人間関係が
うまく行かず引きこもりがちとなり， �年未満で退
職した．その後統合失調症を発症し，約 �年間精神
科病院に入院した．退院後は通院しながらアルバイ
トをしていたが，ある日腹痛を訴え，トイレで墜落

分娩した．本人も祖母も妊娠には気付かず，子ども
の父親や経緯は不詳のままである．本児は低体重で
産まれ，母親は養育ができずに結果的にネグレクト
状態となっていった．同居の祖母が児童相談所に

通告し，本児は生後 �週で乳児院へ入所することに
なった．
本児 �歳時に措置変更となり，)園に入所した．

当初は祖母のみ時々面会に来ていたが，ここ �年ほ
どは年に �回位，祖母が母親を伴って来園するよう
になっている．祖母は本児と母親を引き合わせよう
とするが，本児の前でも母親は無表情で，背中を押
されてようやく必要最低限の声をかける．あとはぼ
んやりと立っているという状態である．本児もまた

母親と遊ぼうとはしないなど関係は育っていない．
ここ �年ほどは正月に外泊できるようになったが，
外泊先は近くに住む兄夫婦の自宅であり，そこに祖
母と母親と本児が一緒に泊まりに行くらしい．祖母
はすでに	代半ばであり，本児と母親を一度に抱え
ることはできないと言っている．
（事例の検討）

母親となる準備もなく本児との愛着関係も育たな
いまま，出産後すぐに親子分離された事例である．

出産後約 �年間に渡り途絶えていた母子関係が簡単
に育つとは考えられず，祖母による接触機会提供だ
けでは限界があろう．家族再統合とは同居だけを意
味する訳ではなく，こうした場合の親子関係形成に
向けたアプローチの必要性を改めて認識させられる．
ペアレンティング・トレーニング ���等においても，
とくに認知行動上の問題がある親を対象とした支援
開発の必要性が示される事例である．
　事例 �：アルコール依存症の母親にネグレクトさ

れた男児

（事例の概要）男児 � �．��歳，� � ．��歳，女
児 � �．�歳 　母親と #人家族
父親が暴行事件のため服役したことに伴い，年

前に離婚．母親は �人の子どもと生活保護を受給し
ながら生活していた．もともと母親は大量飲酒者で
あったが，離婚後酒量が増加してコントロールがき
かなくなった．この間，母親は本児らの教育扶助費
分まで酒代にしてしまい，あらゆる支払いを滞納し

ていたらしい．また母親は，本児らの日常生活の世
話をしなくなり，ネグレクト状態であった．とくに
次男については，深夜や早朝に児童販売機に酒を買
いに行かされていたという．

�年前，母親がアルコール依存症の診断で精神科
病院に入院したことから，本児ら �人は同時に )園
入所となった．次男は母親を極端に嫌っており，病
院に見舞いにも行こうとしなかった．母親はその後
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勝手に退院し，再び飲酒し始めた．酒の匂いをさせ
て面会に来たこともあったという．その後，生活保
護が廃止されたためスーパーのパート店員として働
くようになった．子どもたちを連れて帰ることを目

標にしており，二度と入院したくはないという思い
もあって，現在は断酒しているらしい．しかし，母
親はアルコール依存症に関する理解はできておらず，
断酒会などへの参加もしていない．月 �回面会はあ
るが，外泊は年に �回である．長男と妹はすぐにで
も帰りたい，といっている．特に長男は母親に頼ら
れてきた経緯があり，母親との関係は濃密である．
一方で，母親や家族を守る役割を課せられてしまっ
ている観もあるという．次男は施設にいるほうが良

いと言うなど，未だに母親に対して拒否的である．
（事例の検討）

この事例では，治療プログラムに乗らないまま生
活しているアルコール依存症者への支援課題が示さ
れている．この母親の断酒には不安定さがあり，本
児らとの同居に向けた準備の一環として，母親自身
がアルコール依存症と向き合うようアプローチする
ことが必要である．またこの事例の場合，母親と次
男との関係修復だけではなく，長男が母親に巻き込

まれずに自分自身の生活ができるようになることも，
家庭機能の回復に重要な意味を持つと考えられる．
いわゆる��や共依存といった問題についても，専
門機関との連携による支援が必要となろう．
�．考察

　�．�．親のメンタルヘルス問題と児童虐待との

関連性

本調査において，)園に入所する被虐待児童のう
ち，過半数がメンタルヘルス問題のある親により虐

待を受けていた．また，メンタルヘルス問題を抱え
る親に養育された入所児童であって，その養育経過
に虐待が全く見られないとされた事例は無かった．
先行研究においても，親のメンタルヘルス問題と児
童虐待との間に一定の関連性を示唆するものが多く
見られた．この事から，メンタルヘルス問題のある
親による育児過程には，児童虐待が生じやすい何ら
かの要因がある可能性が高いものと考えられる．
一方，本調査において母子家庭や生活保護世帯の

比率が高いことも特徴的であった．詳細な因果関係
の証明はできないにせよ，少なくともメンタルヘル
ス問題が離婚や低所得，生活の不全状態につながっ
ていった経緯は，ほとんどの事例から読み取ること
ができた．とくに虐待の類型において最も多く見ら
れたネグレクトでは，いずれも親のメンタルヘルス
上の問題に関連して生じた生活行為の不全状態が虐
待に影響したものと考えられる．さらに，虐待をし

た親の過半数は，何らかの障害をもつ児童を養育し
ていた．やはり虐待と児童の障害との因果関係は明
確にできないものの，「育てにくい子」や育児に特別
の配慮を必要とするという事がその児童虐待を誘発

した可能性も否定はできない．こうした環境諸要因
の影響は，児童虐待の発生要因として看過できない
であろう．
児童虐待発生要因を親のメンタルヘルス上の問題

のみをもって説明しようとするならば，あるいは児
童虐待者の病理としてのみ捉えるならば，その理解
や対策もまた過度に「医療化」�	�していく可能性が
ある．しかし，今日の複雑な社会背景のもと，増加
する児童虐待の発生要因が一つに収斂することは，

むしろ不自然でさえある．また原因がわからない現
象は，それが否定的なものであればあるほど世論の
不安を喚起し，安定装置としての「犯人探し」へと
向かわせがちである．総じてこれらの事例も，メン
タルヘルス上の問題に関連して，育児のみならず生
活行為そのものの機能不全に陥った親が，公私の，
とりわけ家族親族によるサポート・ネットワークが
乏しい環境下で，結果的に児童虐待に至ったものと
考えることができる．

以上の事から，親のメンタルヘルス問題はその重
要な要因の一つであるが，それにのみ原因を求める
ことは適切ではない．児童虐待の発生要因は，やは
り多面的な捉え方をしておく必要があると考えら
れる．
　�．�．被虐待児童数等に関する統計上の不確実性

今日，児童養護施設における被虐待児童の利用比
率が高まり，割以上に達すると指摘されているが，
本調査対象の )園も同様以上の水準にあった．しか

し，)園への児童相談所からの措置理由が「虐待」と
されたものは��例に過ぎず，その実数は#�例と��倍
もの開きがあった．当初の措置理由が実態を反映し
きれないことは他の児童養護施設でのヒアリング調
査においても指摘されていたが，)園 ��,へのイ
ンタビューによると，児童養護施設によるきめ細か
な援助介入無くして入所児童の生活背景や経過の実
態は把握しにくいという．児童相談所から送付され
る児童票だけでは情報量に限りがあり，ここでも児

童に関する情報の相当部分は入所後に明らかになっ
ている．
以上の事から，児童相談所，児童養護施設による

関与度やアセスメント能力によって統計数値が左右
され得ることも想定しておかなくてはならない．同
時に，「虐待」や親の「精神障害」をどのようにカウ
ントするかは，機関，施設，あるいは立ち会った専
門職の着眼点によっても左右される可能性を否定し
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きれない．公的統計数値も含めて，その精度には問
題がある可能性が高いということであり，今後，よ
り精度の高い実態把握を図る必要がある．
　�．�．児童養護施設と児童相談所等との情報共

有・連携上の問題

事例調査の過程で接した児童のケースファイルの
冒頭に添付されている児童票を見る限り，多くの場
合，入所までの経緯やアセスメントに関する記載は
ごく簡略なものであった．とりわけ通告の経緯に関
する記載では，例えば「本児の母親に精神障害があ
り，食事を十分与えないなど養育困難な状況となっ
たことについて，祖母より通告があった」といった程
度である．親が入院している医療機関名や疾患名と

いった情報についても，記載はほぼ見当たらなかっ
た．措置時点では親との分離が優先課題であったと
想定できるとはいえ，不十分なアセスメントのまま
児童を受け入れざるを得ない児童養護施設の構造的
な立場があることが示唆された．また，��,の支
援に関するインタビューからも，児童相談所をはじ
め，保健所や市町村といった行政機関，精神科医療
機関との情報共有や連携の乏しさがうかがわれた．
児童相談所から児童の保護者に精神障害があるとい

う情報は得られていても，「どのような疾患で，ある
いはどこに入院しているのか，完全に把握できてい
ない事が多い．わかったとしても，病院が個人情報
保護のためと何も教えてくれない事がある」という．
入所後の連携についても，「動いてくれる人とそう
でない人がいて，児童相談所ごとワーカーさんごと
によって違う．児童のことをよく分かっている人が
異動してしまうと，その関係も途切れてしまう」と
いった発言もあった．児童の養護のみならず，家族

の再統合，高校卒業後の社会生活への移行，自立に
向けた支援などソーシャルワーク介入を求められる
児童養護施設およびその ��,にとって，これは非
常に大きな問題であると言える．
こうした状況が調査対象となった地域や施設に限
定される現象なのか一般的な問題なのかは，本調査
の結果だけでは指摘できない．関係機関の情報共有
や連携の実態について，今後の研究の中で取り上げ
る必要がある．

加えて ��,に関しても，ネットワーク形成や交
渉の重要性・技法の理解がどの程度あるのか，その
ための研修や訓練の場は提供されているのか，資格
上の適正配置がされているのかといった点は問われ
る必要がある．連携が成り立つ条件には，各専門機
関や専門職の自立性が求められるからである．
以上のことから，児童相談所における受理時のア

セスメントと情報共有をはじめ，施設入所後の継続

的な機関連携や情報共有は，支援展開の上で重要な
課題であると言える．
　�．�．メンタルヘルス問題のある親とその被虐

待児童への支援課題

)園の ��,へのインタビューでは，親にメンタ
ルヘルス問題がある事例に関して，そのほとんどに
おいて将来の家族再統合に見通しが立っていないと
のことであった．その要因は，親の不安定さ（虐待
再発の恐れ），親以外の支援資源の乏しさ，児童自身
の障害などにあるという．そこで，児童養護施設入
所児童の家族再統合へのアプローチを中心に，当該
事例への支援課題として次の �点を挙げたい．
　（�）被虐待児童への支援と心理教育

調査対象とした被虐待児童の多くは，入所後，生
活・行動・対人関係・学習など多様な側面で問題を
呈していた．森田喜治�
� も指摘するように，そこ
には施設環境への適応の問題だけでなく，親子関係
や被虐待体験の影響が反映されている．また杉山登
志郎は，解離性障害者・非行・うつ・複雑性 -(��

など虐待が引き起こす「第四の発達障害���」の存在
を指摘している．こうした問題に対しては，言うま
でもなく日常生活への支援や心理療法等を通じて当

該児童に十分なケアを行う必要がある．
他方，児童の生活を長期的に俯瞰するならば，親

との適切な関わり方を身につけることも重要である．
親は入所後の面会や外泊においてさえ不適切な関わ
りをするなど，児童のストレスとなる場合もある．
事例調査の中でも，外泊から帰ってくるたびに変調
をきたす児童や面会を拒絶する児童，施設生活の継
続を望み家族再統合を拒む児童などの存在が認めら
れている．こうした場合，単なる親子の接触機会の

設定だけでは逆効果になることも考えられる．
そこで，児童が親のメンタルヘルス問題を理解し，
適切な距離を保ちつつ親と適切に関わる方法を学べ
るプログラムを提供する必要があると考えられる．
児童の年齢層によって学ぶ水準やタイミングを工夫
する必要はあるが，従来精神障害者の家族に対して
実施されてきた心理教育の応用や，児童自身の対処
能力を高めるための ��(（社会生活技能訓練）を実
施するといったアプローチが考えられる．

　（�）メンタルヘルス問題のある親への支援課題

親自身，メンタルヘルス問題そのものだけではな
く，派生する対人関係の困難や社会生活体験の狭さ，
問題対処能力の低さや周囲に助けを求めて支援を引
き出す力の乏しさなどの課題，すなわち「生活のし
づらさ」を抱えていることが多いと考えられる．こ
れは治療だけでは対処しきれない課題であり，育児
行動や親子関係に及ぼす影響も大きいと考えられる．
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本事例調査における親の生活史を見る限り，自立し
た生活の中に突如メンタルヘルス問題が生じたとい
うよりも，先天性を含む長い問題の経過があり，基
本的な生活能力や生活環境条件の乏しさの延長線上

に育児問題が生じていると考えられる事例が多かっ
た．この点に重点を置き，親への支援課題として次
の �項目を提示したい．
　　��安定した治療・援助関係の形成

虐待をした��世帯の親のうち，#人については受
診歴や診断名の確認が得られておらず，)園でも他
機関から得たという情報を基に集計していた．とく
に人格障害圏と考えられる問題において受診が確認
できていない場合が多い．

親の治療や回復だけが家族再統合の条件ではない
が，親が何らかの相談窓口を持って安定した治療関
係もしくは援助関係を持っていることは，情報共有
や連携による総合的な支援を進めていく上で重要な
意味がある．
　　��多面的な地域生活支援

精神障害者の生活支援体制は，従来に比べて大き
く拡充したとは言えるが，十分な水準ではない．生
活そのものの支援，日常的な相談体制，社会参加の

機会保障といった支援が十分に提供される必要があ
る．メンタルヘルス問題を抱える親自身が安心して
生活できる支援体制が整わないと，育児を含めた生
活の再構築は困難であると考えられる．
　　��育児支援プログラムの提供

育児支援は今日の社会的課題の一つであり，その
ための資源は拡充されつつあるが，メンタルヘルス
問題がある親も利用しやすい育児支援サービスの工
夫などが求められるほか，育児支援チームにメンタ

ルヘルス問題への対処能力のある専門職を含めると
いった対応が必要であろう．
また，孤立しがちな当事者同士が，互いに支えあい

ながら課題と向き合うことを支援するピア・サポー
ト体制の構築も有効であると考えられる．
　（�）ケース・マネジメント体制の構築

児童虐待の発生要因が多岐に渡るということは，
その支援もまた幅の広さと多様性を求められるとい
うことである．さらに問題の複合性を念頭に置くな

らば，問題の全体性を把握しつつ一貫性や継続性の
ある支援が必要になる．メンタルヘルス問題のある
親が再び児童を養育する場合，あるいは親と子がと
もにケアを必要としている場合はなおのこと，地域

において家族全体をサポートする機能が不可欠で
ある．
支援方策が児童の施設入所と親のメンタルヘルス

問題へのケアという �極に分断され連携に乏しいと

いう状況では，こうした課題を抱える家族の支援は
困難である．またその体制の不備が，家族の再統合
に向けた環境調整を困難にさせている面もあると考
えられる．こうしたことから，この問題への支援介
入にはケース・マネジメントの整備が必要であると
考えられる．
�．結語

本論文では，文献レビューおよび児童養護施設に
おける調査を行った．メンタルヘルス上の問題を抱

えた親による児童虐待は，確かに深刻で困難な状況
を呈していた．またその援助実践においては，一部
の事例を除いて十分な連携ができておらず，とりわ
け精神科医療機関とのネットワークが脆弱であるこ
とも明らかになった．この問題の支援には多機関連
携や一貫した支援システムの必要性が高く，ケース・
マネジメント体制の構築が有効であると考えられる．
村井美紀���は，児童養護施設入所児童とその家

族を「ハイリスクファミリー」としてとらえ，すべ

てに対して家族支援をしなくてはならない，とする．
児童養護施設は��歳までの児童を対象に長期に渡る
養護を提供するとともに，ファミリー・ソーシャル
ワーカーを配置するなど，児童の社会生活移行に際
しての支援機能も実質的に担っている．こうしたこ
とから，児童養護施設および関連する施設・機関に
おけるソーシャルワーク展開過程では，必然的にメ
ンタルヘルス問題を持つ親とも接触・交渉する機会
は避けられない．だからこそ，親のメンタルヘルス

問題の過剰な問題視や忌避，「家庭の受け入れ状況が
整うまで児童は入所し続けるしかない」といった捉
え方事に終始せず，この問題と積極的に関わる姿勢
が求められる．また，精神保健福祉に関する行政・
医療・福祉各機関との連携は欠かせない課題である．

なお，調査にご協力頂いた �園の施設長，ファミリー・

ソーシャルワーカーのお �人をはじめインタビュー調査に

ご協力頂いた皆様には深く感謝申し上げます．また，当事

者の皆様にも心よりお礼申し上げたいと思います．この研

究を今後も発展させ，当該問題の改善に向けたフィード

バックを心して行うことを通し，お礼に代えさせて頂きた

いと思っております．
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